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7 ．会議の概要

ただ今から、４月定例農業委員会を開会いたします。

出席委員は、９名で定足数に達しており総会は成立しております。

それでは日程に従いまして、羽生市農業委員会会議規則第１２条第

２項に規定する議事録署名委員を議長より指名選任いたしたいと思

いますが、ご異議ありませんか。

ただちに議案審議に入ります。

議案第１号　農地法第５条の規定による許可申請についてを議題と

いたします。ただし、受付番号２６０号については、農業委員会等

に関する法律第２４条の規定による議事参与の制限等に該当する案

件でありますので、審議、裁決に際しましては、「　　　　委員」

の退席を求めることになります。それでは、事務局からの説明後、

（異議なし）

  それでは指名いたします。

１０番 濱野一郎委員、１１番金子重弥委員のご両人にお願いします。

なお、本委員会への欠席については、５番　川島幸雄委員より出さ

れております。

先月、資料不足のため保留になったものですが、資料が整ったこと

から今回の案件とするものです。それでは説明いたします。受付番

号２２３号、２５７号から２５９号、２６１号から２６４号及び２

６６号の農地の区分については、住宅等が連担している区域に近接

する農地で、その規模が概ね１０ヘクタール未満である「第２種農

地」と判断しました。また、受付番号２６０号及び２６５号の農地

担当委員の調査結果報告をお願いします。

事務局より説明いたします。

農地法第５条の規定による許可申請について、受付番号２２３号及

び２５７号から２６６号の農地法に基づく農地転用許可の検討事項

について、ご説明いたします。はじめに、受付番号２２３号では、

区分については、生産力の高い概ね１０ヘクタール以上の集団農地

の区域内にある農地で「第１種農地」と判断しました。受付番号２

２３号、２５７号、２５８号、２６４号及び２６６号では、太陽光

（議案第１号）

事務局

議　長



電事業を行っている法人です。申請農地の周辺はすでに、太陽光発

電施設が建設され、農地の広がりのない場所となっています。周辺

は、日光を遮る高い建物がなく、採算性も十分に確保できることか

ら、施設の設置を計画したところ、譲渡人の了解を得られたことで、

今回、申請するものです。２５７号及び２５８号では、譲渡人・譲

発電施設を設けるものです。２２３号では、譲受人は、千葉県匝瑳

市に事務所を置き、昭和５７年に設立し、現在では、主に太陽光発

の設置を計画したところ、譲渡人の了解を得られたことで、今回、

申請するものです。２６４号では、譲受人は、東京都豊島区に事務

所を置き、平成２５年から主に太陽光発電事業を行っている法人で

す。申請農地の周辺はすでに、太陽光発電施設が建設され、農地の

広がりのない場所となっています。また、日光を遮る高い建物がな

受人が一緒のため、一括して説明いたします。譲受人は、市内に事

務所を置き、平成２８年から主に建設業を行っており、近年では、

太陽光発電事業を考えている法人です。申請農地は、譲受人の所在

地に近接した位置にあり、農地の広がりもなく、また、日光を遮る

高い建物がないことで、採算性も十分に確保できることから、施設

保できることから、施設の設置を計画したところ、譲渡人の了解を

得られたことで、今回、申請するものです。なお、すべての案件で、

施設の周囲をフェンスで囲い安全確保に努め、土地の維持管理等、

周辺住民に迷惑のかからないように行うものとなっています。受付

番号２５９号では、譲渡人は、譲受人の父親です。譲受人は、現在、

両親と子の４人で暮らしています。子供が成長することで将来のこ

く、採算性も十分に確保できることから、施設の設置を計画したと

ころ、譲渡人の了解を得られたことで、今回、申請するものです。

２６６号では、譲受人は、栃木県佐野市に事務所を置き、令和元年

から主に太陽光発電事業を行っている法人です。申請農地の周辺は

すでに、太陽光発電施設が建設され、農地の広がりのない場所とな

っています。また、日光を遮る高い建物がなく、採算性も十分に確

とを思い、現在の住宅の建て替えを考えていました。しかしながら、

現在の進入路では、建築基準法の接道要件に該当しないことが分か

り、その基準に該当するための進入路を確保するために、今回、申

請するものです。受付番号２６０号では、譲受人は、東京都渋谷区

に事務所を置き、平成１４年から主に不動産・投資事業を行ってい

る法人です。近年、インターネット通販の利用による物流施設の需

要が拡大しており、新規の物流倉庫を建築できる場所を探していた

とのことです。申請農地は、国道１２２号の沿線に位置し、東北自



動車道にも近いことで、物流倉庫用地としては最適で、すでに、複

数のテナントから申し込みを受領しているなど、今後の施設運用に

問題はないとのことです。しかし、この地域は、第１種農地である

ことから、農地法施行規則第３５条第４号に規定する不許可の例外

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

境を変えることなく、居住・営業ができる最適な場所とのことです。

このことから、施設の設置を計画したところ、譲渡人の了解を得ら

れたことで、今回、申請するものです。受付番号２６３号では、譲

に該当する道路貨物運送業などの物流倉庫等を建築するものとなっ

ています。また、施設の設置を計画したところ、譲渡人の了解も得

られたことで、今回、申請するものです。受付番号２６１号・２６

２号では、譲受人、譲渡人が同一のため、一括して説明いたします。

譲受人は、市内で自動車修理工場を営んでいる個人の方です。２６

１号では、工場敷、２６２号では自己用住宅敷を設けるものです。

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

２番

木工事業を行っている法人です。申請農地は、現在、田として活用

していますが、畑地化を行い、大阪市に本社を置く主に足場の建築

関係の法人が農業への参入を行い、農地中間管理機構を活用し、ミ

ニトマト栽培のハウスを建築して営農を行うために、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農地改良としての一時転

用を行うものです。また、各号とも農地の区分及び転用目的に問題

受人は、市内に事務所を置き、昭和２８年に設立した神社で宗教法

人となっています。譲受人は、昭和４５年当時に現在の場所に社殿・

社務所を移転し、今日に至るとのことです。しかしながら、境内地

の一部が、農地のままであることが判明し、現況の利用状況に是正

するため、今回、境内地敷として申請するものです。受付番号２６

５号では、譲受人は、川口市に事務所を置き、平成３年から主に土

今回、　　　　　　　　　　　　　の計画地に、住宅及び自動車修

理工場が該当していることから、移転先を探していました。申請農

地は、現住所地から近く、面積規模もほぼ同一であることから、環

はないと考えます。その外、資力及び信用や申請に係る用途に遅滞

なく供することの確実性等についても、問題ないと考えます。

以上で事務局からの説明を終了させていただきます。

受付番号２２３号について調査報告いたします。



ス用に進入するための接道がある。上記の条件を満たす土地で、地

権者様と交渉をした結果、今回の申請地で太陽光発電を実施する形

となりました。太陽光発電用地として適切な広さは８５０㎡～１５

００㎡としている。これはパネルを設置して、かつ安全性を保つた

めに通路面積も確保するために必要な面積としている。１２８０㎡

は太陽光発電用地として適しています。

東京から車で２時間以内に通える範囲で、以下の条件を満たす土地

を候補地として探しました。面積が８５０㎡～１５００㎡、南側に

背の高い障害物がなく、十分な日照を得られる、工事、メンテナン

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号２５７号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

今回の申請地は売電価格は１４円となっており、約１５年で回収が

できる見通しとなっています。今回の申請地は平たんで傾斜がなく、

土砂災害等には影響はありません。また切土・盛土は実施しないた

めに、土地の形状を変えることもありません。周辺の土地に被害が

生じないよう十分配慮致します。万が一被害が生じた場合は、迅速

に対処致します。草刈りは年２回以上実施予定となっております。

必要があり、かつ、近隣で農家が少なくなってきたことなど、農地

として維持し続けることが負担となっております。また、休耕地の

まま置いておいても夏の草刈りなどの維持費がかかる上、ゴミの不

法投棄や強風による砂ぼこりで近隣住民に迷惑をかけるなどの問題

が心配されます。そのため、農地以外の活用方法を検討したところ、

定期的にメンテナンスが入り、かつ収益が得られる太陽光発電事業

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

このたびの農地転用について理由をご説明いたします。申請地の所

有者である　　　　はすでに農業を廃業しており、申請地は現在休

耕地となっております。廃業後しばらくの間は、周辺の農家に貸し

て耕作してもらい、農地としての活用に努めてまいりました。しか

しながら、地域の取決めにより耕作を依頼した農家にお金を支払う

を始めることにしました。５条申請となった理由につきましては、

所有者本人は手元資金が少なく、資金調達や事業運営の負担が大き

いことから、所有者の長男が経営している株式会社　　　　にすべ

て任せることにしました。農業の継続や農地の維持が難しくなって

３番



受付番号２５８号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

いる現状をご理解いただけますようお願い申し上げます。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

必要があり、かつ、近隣で農家が少なくなってきたことなど、農地

として維持し続けることが負担となっております。また、休耕地の

まま置いておいても夏の草刈りなどの維持費がかかる上、ゴミの不

法投棄や強風による砂ぼこりで近隣住民に迷惑をかけるなどの問題

が心配されます。そのため、農地以外の活用方法を検討したところ、

定期的にメンテナンスが入り、かつ収益が得られる太陽光発電事業

このたびの農地転用について理由をご説明いたします。申請地の所

有者である　　　　はすでに農業を廃業しており、申請地は現在休

耕地となっております。廃業後しばらくの間は、周辺の農家に貸し

て耕作してもらい、農地としての活用に努めてまいりました。しか

しながら、地域の取決めにより耕作を依頼した農家にお金を支払う

受付番号２５９号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

を始めることにしました。５条申請となった理由につきましては、

所有者本人は手元資金が少なく、資金調達や事業運営の負担が大き

いことから、所有者の長男が経営している株式会社　　　　にすべ

て任せることにしました。農業の継続や農地の維持が難しくなって

いる現状をご理解いただけますようお願い申し上げます。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

現在、実家にて父母と暮らしております。将来のことを考え、母屋

の建替えを考え始めた際、今のままでは建築基準法上の接道がなく、

建替えが不可能であることがわかりました。そこで、建築基準法上

必要である４ｍ幅になるよう父の持つ畑を道路用地として、転用し

ようと考えました。幸い父の承諾を得られたため、土地を使用貸借

にて借り、建替えのための準備を整えたいと考えております。以上

３番

３番



の理由から何卒、ご許可の程よろしくお願いいたします。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号２６０号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

ることのできる地区への産業系土地利用としての活用の需要が高ま

ってきています。特に、近年の物流不動産業界では、

　等のインターネット通販などの利用の拡大のほか、ITを活用した

物流の効率化等を背景に、大手不動産会社や外資系物流ファンドな

どの積極的な投資が物流施設などで拡大してきています。弊社では、

事業実施に向けた事業用地の先行的な取得から売買、賃貸の仲介ま

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

今般、申請地に物流倉庫を設置したく申請します。首都圏中央連絡

自動車道及びインターチェンジなどの整備及び供用開始に伴い、イ

ンターチェンジ周辺や主要な幹線道路を介して高速道路網につなが

受ける話がまとまりましたので、申請地を選定しました。申請地は、

羽生市における主要な広域幹線道路となる国道１２２号沿道である

とともに、東北自動車道加須インターチェンジ等からも至近に位置

していることから、物流倉庫用地として適地であるといえます。す

でに、複数のテナントから申込を受領しており、令和３年７月

でを一貫して行うことにより、多くの地区で着実に事業化に繋げて

います。土地の選定にあたっては、進出希望事業者の要望等を踏ま

え、必要規模の用地確保の可能性を既存市街化区域内から探ったも

のの、市街化区域内での確保が難しいため、農業振興地域内（市街

化調整区域）での可能地を各種条件に基づいて絞り込みを行い、進

出希望事業者の要望戸を満たす敷地の土地所有者様から土地を譲り

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

（完成予定）からの施設運用面に関しましても問題はありません。

以上のことをご理解いただき、処理を頂きますよう、よろしくお願

いいたします。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号２６１号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

１０番

１１番



なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

私は自動車修理工場を営むものです。昭和５６年より現在地にて自

動車修理工場を開業し、住宅の敷地と兼ねて利用してきました。平

市計画法の手続きを申請してくださいとのことでしたので、本件は、

２件にてそれぞれ申請するものです。以上の事情をお汲み取りの上、

宜しくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号２６２号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

辺一帯地を　　　　　　として利用したいので、移転をお願いした

い」との話がありました。４０年近く現在地にて居住・営業してお

り、このまま住み続けたいと思っておりましたが、公的機関の行う

事業であるため、やむを得ず協力することとしました。羽生市担当

者より「移転先については自分で探してほしい」とのことでしたの

成３０年に、羽生市担当者より、「埼玉県企業局が現在地を含む周

辺一帯地を　　　　　　として利用したいので、移転をお願いした

い」との話がありました。４０年近く現在地にて居住・営業してお

り、このまま住み続けたいと思っておりましたが、公的機関の行う

事業であるため、やむを得ず協力することとしました。羽生市担当

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

私は自動車修理工場を営むものです。昭和５６年より現在地にて自

動車修理工場を開業し、住宅の敷地と兼ねて利用してきました。平

１１番

運びとなりました。本件申請地は、現在地と立地条件や道路条件が

ほぼ同等であり、規模についてもほぼ同等（申請地　　　㎡、現在

地　　　㎡）であるため、あまり環境を変えることがなく居住・営

業が継続できる最適地です。なお、羽生市開発担当より、本件申請

地については、自動車修理工場と住宅の敷地は別々の敷地として都

で、私としては、なるべく居住・営業環境を変えたくないため、現

在地と同等の立地条件や敷地規模のところに移転したいと思い、周

辺の地元精通者や地主さんを当たりながら移転先を探しました。し

かしながら、なかなか協力してくれる地主さんが見つからず、いろ

いろ大変な思いをしながら、２年近くかけてやっと３件目で協力し

てくれる地主さんが見つかったため、今般、本件申請地を申請する

成３０年に、羽生市担当者より、「埼玉県企業局が現在地を含む周



者より「移転先については自分で探してほしい」とのことでしたの

運びとなりました。本件申請地は、現在地と立地条件や道路条件が

ほぼ同等であり、規模についてもほぼ同等（申請地　　　㎡、現在

地　　　㎡）であるため、あまり環境を変えることがなく居住・営

業が継続できる最適地です。なお、羽生市開発担当より、本件申請

地については、自動車修理工場と住宅の敷地は別々の敷地として都

で、私としては、なるべく居住・営業環境を変えたくないため、現

在地と同等の立地条件や敷地規模のところに移転したいと思い、周

辺の地元精通者や地主さんを当たりながら移転先を探しました。し

かしながら、なかなか協力してくれる地主さんが見つからず、いろ

いろ大変な思いをしながら、２年近くかけてやっと３件目で協力し

てくれる地主さんが見つかったため、今般、本件申請地を申請する

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

私ども長良神社は羽生市大字弥勒地内に古くより鎮座してきました

が、東北自動車道の建設に伴い境内のほとんどが道路用地にかかっ

市計画法の手続きを申請してくださいとのことでしたので、本件は、

２件にてそれぞれ申請するものです。以上の事情をお汲み取りの上、

宜しくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号２６３号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

併せて規則の変更も今般適切に処理してまいりたいと思います。神

社の移転が半世紀前のことであり、当時どのような事情で許可申請

が漏れてしまったのかは定かではありません。また譲渡人にとって

も近年叔父からの相続で取得した土地であり、本来ならば当時の所

有者が手続きすべきところで、現在の状態に至った経緯も知る術が

てしまったため、買収に協力・移転をすることになりました。昭和

４５年４月４日現在地に新たな社殿・社務所が完成し現在まで地区

の方々を見守ってまいりました。神社の管理は地区の氏子の皆さん

と役員が担って参りましたが、先般境内地のうち本殿敷地となって

いる部分が農地法の許可申請が未処理のままで所有権も神社に移転

していないことが判明し、是正すべくこの度の申請を行うものです。

ありません。申請地は集落内にあり、西側は水路、東側から南東側

にかけて工場敷地に接しており南西側および北側は農地に面してお

２番



以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号２６４号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

りますが周囲にはブロック土留・フェンスを設置するなどしており

従来より被害の報告はありませんが今後も同様に適切な管理を努め

てまいります。地区の鎮守たる土地が長年違法状態であったことを

お詫び申し上げると共に適切な裁可をお願い申し上げる次第です。

一層図られるものと考え、特に平坦地の多い埼玉県東部に着目し、

事業を推進し業績の発展を図るものであります。当該用地について

は周辺に日照を遮るような建物が存在しないことから、太陽光発電

事業としては非常に優れた業績を期待できます。また、国の長期エ

ネルギー需給見通し（エネルギーミックス）では２０３０年までに

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

当社は平成２５年１０月２９日に設立し、太陽光発電システム、及

びその設備設計、施工、販売、管理及び保守とそれに関連する一切

の事業を行っております。事業エリアは、北関東と長野県に展開し、

前期売上は７０億円を超え、これまでの好調の内に推移してまいり

ました。本計画においては、今後とも再生可能エネルギーの推進が

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号２６５号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

国の電源構成のうち２２～２４％を再生可能エネルギーで賄うこと

が目標とされております。本事業を推進していくことが、ひいては

CO2削減や温暖化防止にわずかながらも寄与することとなります。

弊社といたしましては別紙事業計画書の通りに本計画を進めていき

たいと考えており、許可を賜りたく、ここに申請する次第でありま

す。何卒、よろしくお願い申し上げます。

なお、申請人による誓約書が添付されていますので朗読いたします。

この度、私、　　　　　　　　が、土地所有者から依頼されて、次

の農地、　　　　　　　　　　　　　　　の農地改良工事を予定し

ておりますので、下記の事項について誠意をもって対応することを、

２番

２番



１． この工事で計画する盛土は、良質土を用い、計画高さ以上の

盛土は行いません。

２． 工事については、裏面「農地改良工事」の範囲内で行います。

３． 本工事に伴う周辺隣地農地、搬入路及びその周辺住民への説

明は、農地転用許可申請の事前に行い、誠意をもって対応いたし

実印の押印及び印鑑証明書の添付をもって誓約いたします。

なお、これらに反した場合、許可を取り消されても異存ありません。

責任を持って対応いたします。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号２６６号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

ます。

４． 農地改良をすることによって付近の土地作物、家畜、道路、

取水排水設備等に破損・その他問題が生じた場合は、直ちに土地所

有者及び施工事業者の責任において対応・解決いたします。

５．計画内容、周辺への対応等で問題が生じた場合、或いは行政か

らの指摘・指導があった場合には、直ちに土地所有者及び事業者が

発電事業を行うに適した環境であり、シミュレーションからも投資

回収可能であることが推定されている。太陽光発電は売電価格が下

がっており、農地以外の土地を活用した事業は、成立しなくなって

いる。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

議　長 以上で、担当委員及び事務局からの報告、説明が終わりました。た

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

申請地は太陽光発電に適した土地であり、CO2削減という社会的な

要請もあり、この土地を太陽光発電で有効活用していこうという意

図である。なお、今回予定している発電量は４９．５ｋｗである。

本案件にかかる土地については、立地面や周囲の環境面から太陽光

だいまの報告及び説明に対し、受付番号２６０号以外について、ご

質疑・ご発言を願います。

（発言なし）　

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

ただいま議題となっている議案第１号農地法第５条の規定による許

可申請については、受付番号２６０号以外について、許可相当の意

６番



す。

（挙手全員）　

挙手全員でありますので、議案第１号　農地法第５条の規定による

許可申請については、許可相当の意見を付して、県知事へ送付する

ことに決定いたします。続きまして、受付番号２６０号については、

農業経営の状況（機械の所有状態・経営作目等、通作距離や交通事情

等から見て取得予定農地を効率的に利用して耕作を行うと認められる

もの）。④取得後の経営（耕作面積が５０ａ以上であること）。以上

則年間１５０日間以上）。③権利を取得する者またはその世帯員が、

事務局より説明いたします。

議案第４号　競公買適格証明願について（農地法第３条）について、

お手持ちの資料は、農家の方が、耕作目的で農地の競公買入札に参加

するために必要な書類です。農地法で売買の許可を受ける事ができる

ものであるかを証明する書類であります。競公買適格証明願は、農地

法第３条の許可が認められることについても事前に判断することとな

っております。その証明の基準については、①権利を取得する者が、

取得予定の農地及び既存の所有農地の全てについて自ら耕作すと認め

られること（耕作放棄地や違反転用等がないこと）。②権利を取得す

る者またはその世帯員が、必要な農作業に常時従事していること（原

（議案第２号）

事務局

の意見を付して、県知事へ送付することに決定いたします。それで

は、　　委員の入室をお願いします。

（委員の入室）

議案第２号　買受適格証明願について（農地法第３条）を議題とい

たします。事務局からの説明後、担当委員の調査結果報告をお願い

します。

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

ただいま議題となっている受付番号２６０号については、許可相当

の意見を付して、県知事へ送付することに賛成の委員は「挙手」願

います。

（挙手全員）　

挙手全員でありますので、受付番号２６０号については、許可相当

先ほど申し上げましたとおり、議事参与の制限に該当するため、

「　　委員」の退席をお願いします。

（委員の退席）

それでは、ただいまの報告に対し、ご質疑、ご発言を願います。

（発言なし）

見を付して、県知事へ送付することに賛成の委員は「挙手」願いま



議　長

明した者が、その後、農地法第３条の許可の申請をした場合において、

農業委員会で許可をする旨の議決をしておくものとすること、として

が競公買適格証明願として必要な証明基準となっております。

（発言なし）　

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

ただいま議題となっている議案第２号　買受適格証明願については、

適格であると証明すること、並びに、当該、証明を受けた申請人が、

本議案と同一の内容をもって、農地法第３条の許可申請書を提出し

た場合、許可をすることに賛成の委員は、「挙手」願います。

以上で、担当委員及び事務局からの報告、説明が終わりました。ただ

いまの報告及び説明に対し、ご質疑　ご発言を願います。

おり、実務上、速やかに許可がされることになっています。

今回の申請は、これらの証明基準を満たしていることを申し添えます。

以上で事務局からの説明を終了させていただきます。

あることから一括して、事務局からの報告を求めます。

議案第３号、農地利用集積計画（案）について（賃貸借権設定）及

び議案第４号、農地利用集積計画（案）について（使用貸借権設定）

については、一括で説明させていただきます。まず、農地利用集積

計画についてご説明いたします。農地利用集積計画は、農業経営基

盤強化促進法に基づいて行われるもので、農地の貸し借りを安心し

（挙手全員）　

「挙手」全員でありますので、議案第２号　買受適格証明願につい

ては、適格であることの証明、並びに、農地法第３条の許可申請書

を提出した場合には、許可することを決定いたします。

続きまして、議案第３号農地利用集積計画（賃貸借権設定）及び議

案第４号農地利用集積計画（使用貸借権設定）については、関連が

て行う仕組みです。これは、規模拡大を図ろうとする農家と規模縮

小等を考える農家との間に市が入り、利用権の期間などを定め、農

地の貸借などを安心して行えるようにするものです。有利な点とし

て、農地を貸しても、借りても農地法の許可がいらず、手続きが容

易となっていることです。また、農地を貸しても、契約期間が終了

（議案第３号）

（議案第４号）

事務局

また、競公買適格証明後、競公買適格証明書の交付を受けた者が、最

高価買受申出人となり、農地法第３条の許可を申請した場合、再度、

農業委員会の議決が必要となります。しかしながら、事務処理の迅速

化を図るため、国の通達（「民事執行法による農地等の売却の処理方

法について」平成１３年１月５日構造改善局長通達）により、農業委

員会は、買受適格を証明する場合には、農業委員会が適格であると証



 

確実に返還されます。農業経営基盤強化促進法では、農地利用集積

計画は、農業委員会の決定を得て、市長が定めるものとなっており、

今回の議案となっております。それでは、議案第３号及び４号につ

きましてご説明いたします。１２ページをご覧いただきたいと思い

ます。議案第３号につきましては、賃貸借権の設定を行うものです。

表の見方といたしまして、左から「譲受人氏名」、「譲受人住所」

すれば自動的に解約となり、離作料を払うこともなく農地は貸主に

ージをご覧にいただきたいと思います。表の見方としては、議案第

３号と同じとなり、議案第４号は、使用貸借権の設定を行うものと

なっております。１７ページをご覧いただきたいと思います。表の

右下側に合計がございます。新規設定の人数として　計２６名、面

積　田の計　３０，１０５㎡　畑の計　６，２６６㎡　合計　３６，

３７１㎡となっております。以上で、議案第３号及び議案第４号　

「所有者名」「所有者住所」と続き、「対象農地」の詳細な情報と

なります。１４ページをご覧にいただきたいと思います。表の右下

に合計がございます。新規設定の人数として　計２７名、面積　田

の計　３１，１４７㎡　畑の計　４，３６０㎡　合計　３５，５０

７㎡となっております。つづきまして、議案第４号ですが、１５ペ

事務局の報告のとおり、決定することに賛成の委員は、「挙手」願

います。

（挙手全員）　

挙手全員でありますので、議案第３号及び議案第４号 農地利用集

積計画（案）については、事務局の報告のとおり決定し、市長に答

申いたしたいと存じます。

農地利用集積計画(案)についての説明を終了させていただきます。

以上で、事務局の報告が終わりました。ただいまの報告に対し、ご

質疑、ご発言を願います。

（発言なし）　

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

議案第３号及び議案第４号　農地利用集積計画（案）については、

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。続いて、事務局より

諸報告等がありますので、お聞き取り願います。

報告事項１　農地法第５条第１項第７号の規定による届出書の確認

についてでございますが、これは市街化区域内農地の、権利の移転

が伴う転用を行う場合に届出を行うものです。市街化区域内農地の

転用については、許可をするのではなく、受理したことの証明を通

議　長

事務局

知します。従いまして、委員さまの調査・審議もございませんので



　

 　　　　　上記会議のてん末を記載し、その相違のないことを証するため、

　ここに署名する。

会    長

署名委員

署名委員

報告とさせて頂いています。ご覧のとおり住宅敷として４件、工場・

倉庫敷として１件、建売住宅敷として１件ございました。ご確認の

程、宜しくお願いします。

報告事項２　農地法第１８条第６項の規定による通知についてでご

ざいますが、これは農地法及び利用権設定（等促進事業）に係る合

令和２年 ５月 ２６日

　以上で、本日の全日程を終了いたしました。

　これにて、閉会といたします。

　③　利用権の設定について

　④　令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

　　　令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画について

　⑤　緑の募金運動の協力について

　⑥　社会福祉協議会への備蓄米の寄付について

（発言なし）議　長

条が９件ございました。関係なされました委員様におかれましては、

資料の整理の程、宜しく、お願いします。

以上で、議案に関係します報告事項を終了させて頂きます。

続きまして、

　①　６月の定例農業委員会の日程について

　②　農地相談会について

意の解約によるもので、１２件ございました。ご確認の程、宜しく

お願いします。

報告事項３　農地法の規定による許可一覧について（４月分）でご

ざいますが、これは県知事許可となりました案件の４月分でござい

ます。右側の備考欄をご覧頂きたいと思いますが、４条が１件、５


